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本臨時会に付議された議案件名 

 

議案第１号 平成30年度宝達志水町一般会計補正予算（第４号） 

議案第２号 宝達志水武道館改修工事（建築工事）請負契約の締結について 

 



－2－ 

 

 

平成31年２月25日（月曜日） 

 

 ◎出席議員 

    １ 番   岩 根 信 水      ７ 番   柴 田   捷 

    ２ 番   勝 二 正 人      ８ 番   守 田 幸 則 

    ３ 番   松 浦 文 治      ９ 番   北 本 俊 一 

    ４ 番   林     稔      10 番   金 田 之 治 

    ５ 番   塚 本 勇 仁      11 番   小 島 昌 治 

    ６ 番   土 上   猛      12 番   北   信 幸 

 

 ◎欠席議員 

    な し 

 

 ◎職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議 会 事 務 局 長 金 田 成 人 

主 幹 上 野 峰 子 

 

 ◎説明のため議場に出席した者の職氏名 

町 長 寳 達 典 久 

参事兼総務課長 松 栄   忍 

参事兼財政課長 村 井 仁 志 

危 機 管 理 室 長 村 井 康 志 

情 報 推 進 課 長 藤 本 清 司 

企 画 振 興 課 長 一 家   剛 

住 民 課 長 荒 井 雅 子 

税 務 課 長 定 免 文 江 

健 康 福 祉 課 長 村 山 敬 一 

健康づくり推進 

室 長 
小 川 智 子 
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農 林 水 産 課 長 越 野 好 則 

地 域 整 備 課 長 安 達 大 治 

会 計 課 長 松 田 真由美 

宝 達 志 水 病 院 

事 務 局 長 
濱 中   豊 

教 育 長 山 岸 芙 美 

学 校 教 育 課 長 岡 田 正 人 

学 校 教 育 課 

担 当 課 長 
宮 城   宏 

生 涯 学 習 課 長 定 免 敏 彦 

文 化 財 室 長 村 井 伸 行 

 

 ◎議事日程 

    日程第１  会議録署名議員の指名 

    日程第２  会期の決定 

    日程第３  諸般の報告 

    日程第４  議案第１号 平成30年度宝達志水町一般会計補正予算（第４号） 

    日程第５  議案第２号 宝達志水武道館改修工事（建築工事）請負契約の締結 

                について 

    日程第６  質疑 

    日程第７  討論 

    日程第８  採決 
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午前11時02分開会 

 

◎開会・開議 

○議長（柴田 捷君） ただいまから、平成31年第２回宝達志水町議会臨時会を開催いた

します。 

 ただいまの出席議員は12名であります。よって、地方自治法第113条に規定する定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（柴田 捷君） 次に、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、宝達志水町議会会議規則第127条の規定により、５番、塚本勇仁君、

６番、土上 猛君を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（柴田 捷君） 次に、日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（柴田 捷君） 御異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日とすること

に決定いたしました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（柴田 捷君） 次に、日程第３ 諸般の報告を行います。 

 まず、監査委員から、平成30年10月分から12月分までの例月出納検査並びに定期監査、

財政援助団体等に係る監査及び臨時監査の結果報告がありましたので、写しをお手元に配

付しておきましたから御了承願います。 

 次に、今臨時会の説明員の職・氏名は、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。 

 これで諸般の報告を終わります。 
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◎提出議案の一括上程・説明 

○議長（柴田 捷君） これより、本日提出のありました議案第１号 平成30年度宝達志

水町一般会計補正予算（第４号）及び議案第２号 宝達志水武道館改修工事請負契約の締

結についての議案２件を一括して議題といたします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 町長 寳達典久君。 

〔町長 寳達典久君 登壇〕 

○町長（寳達典久君） 本日ここに、平成31年第２回宝達志水町議会臨時会を招集申し上

げましたところ、議員各位におかれましては、公私ともに御多忙の折にもかかわりませず

御参集を賜りましたことに、心から御礼申し上げます。 

 さて、今臨時会に提案いたします案件は、補正予算契約に関する案件２件であります。 

 まず、議案第１号 平成30年度宝達志水町一般会計補正予算（第４号）についてであり

ます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億9,628万円を追加し、総額

を78億1,371万円とするものであります。 

 昨年夏の酷暑を踏まえ、児童・生徒の学習環境の安全性を確保することが喫緊の課題と

位置づけ、小学校の全ての普通教室と一部の特別教室にエアコンを設置するための経費を

教育費に追加するものであります。財源となります歳入予算については、国庫支出金、地

方交付税、町債を充てるものであります。 

 次に、議案第２号 宝達志水武道館改修工事（建築工事）請負契約の締結についてであ

ります。 

 本案につきましては、予定価格が5,000万円以上であることから、宝達志水町議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を賜りたいとするものであります。 

 概要といたしましては、宝達志水武道館の内部、屋根、外壁及び設備等の改修を行うも

のであり、免田・勝二特定建設工事共同企業体と１億8,219万6,000円で契約を締結したい

とするものであります。 

 以上で案件の提案理由を終わりますが、何とぞ慎重なる御審議の上、適切なる御議決を

賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 
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○議長（柴田 捷君） 提出者の提案理由の説明は終わりました。 

 

◎議案に対する質疑 

○議長（柴田 捷君） ここで、議案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

  〔「なし」という声あり〕 

○議長（柴田 捷君） 質疑なしと認めます。 

 

◎討  論 

○議長（柴田 捷君） これより、議案全般にわたっての討論を行います。討論はありま

せんか。 

 11番、小島昌治君。 

〔11番 小島昌治君 登壇〕 

○11番（小島昌治君） 私は、今回の契約案件に対しての賛成討論をするものです。 

 今回、武道館改修は町民の皆さん方が待ち望んでいたものであります。町民要望のなか

ったボルダリング施設を外すことは、大きく評価できるものであります。ただ、入札のあ

り方がこれで正しかったかどうかというところに疑問が残ります。 

 今年度発行された宝達志水町の議会議員倫理条例は、第４条で、議員が支配的な二親等

内の企業で、その企業は請負契約を結ばない、辞退するとあります。 

 ことし１月に私は、今回この契約では、議員が勤める企業が実は落札されております。

ことし１月に私は、今回契約した企業から年賀状をいただいて、そして１月にはその専務

理事の名前に議員の名前がありました。そして、今回議案が提案されて驚いたのですが、

行政側からの説明では、二親等が外れているのでこれを許したということであります。し

かし、議員倫理条例の第４条には、もう一つ二親等規定とともに、議員が事実上、支配力

を持つと思われる企業は、入札に入らない、辞退する、こういう規定もあります。 

 これに対して、実は先ほど全員協議会で、支配的でないという判断はどうやってしたの

かということをお聞きしましたが、答弁がありません。審査は行われた形跡は、この問題

に関しては形跡はないと私はみなしております。また、この政治倫理条例の施行規則には、

２人以上の議員の念書をもって倫理規定違反の事実の書面を制定し、審査するとあります。

その審査の時間も、今回の入札には保証されておりません。私には余りにも拙速過ぎる契

約の合意だったと感じております。 
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 議員発議でつくられた条例ですが、この条例を厳しく行政にも守ることを強く求めて、

賛成討論といたします。 

 以上。 

○議長（柴田 捷君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（柴田 捷君） 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 

 

◎採  決 

○議長（柴田 捷君） これより採決を行います。 

 議案第１号 平成30年度宝達志水町一般会計補正予算（第４号）を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり採決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（柴田 捷君） 御異議ないものと認めます。したがって、議案第１号は原案のと

おり可決されました。 

 

○議長（柴田 捷君） 次に、議案第２号 宝達志水武道館改修工事（建築工事）請負契

約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、原案のとおり採決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（柴田 捷君） 御異議ないものと認めます。したがって、議案第２号は原案のと

おり可決されました。 

 

◎閉議・閉会 

○議長（柴田 捷君） これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 平成31年第２回臨時会を閉会いたします。 

 御苦労さまでございました。 

 

午前11時13分閉会 
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  地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

                    議  長   柴 田   捷 

 

                    署名議員   塚 本 勇 仁 

 

                    署名議員   土 上   猛 

 

 

 


